
平成 20 年度黒滝村財政健全化判断比率の概要について 

（単位：％） 

年度別 標準財政規模 実質赤字比率
連 結 実 質

赤 字 比 率

実 質 

公 債 費 比 率 
将来負担比率

平成 20 年度 837,210 千円 
-10.20 
（黒字） 

-15.22 
（黒字） 

18.5 54.8 

平成 19 年度 794,126 千円 
-5.01 

（黒字） 

-10.97 
（黒字） 

19.7 79.9 

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 40.00 35.0  

 

・公営企業会計の資金不足比率     ※健全化判断比率等の対象について 

   （単位：％） 

年度別 会計名 
資 金 不 足

比 率

簡易水道事業会計 ― 
平成 20 年度 

下水道事業会計 ― 

簡易水道事業会計 ― 
平成 19 年度 

下水道事業会計 ― 

経営健全化基準 20.0 

・後期 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要及び用語の説明について 
 
・健全化判断比率の公表 

 地方公共団体は、毎年度、次の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、住民

に公表しなければなりません。 
 
①実質赤字比率（一般会計の赤字額を村税等の財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示します。） 

②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等を村税等の財源の規模と比較して指標化し、村全体としての運営の深刻

度を示します。） 

③実質公債費比率（借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。） 

④将来負担比率（借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を

圧迫する可能性が高いかどうかを示します。） 

⑤資金不足比率（公営企業の資金不足を、料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。） 
 
・早期健全化基準 

  比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定め、議会の議決を経て、速やかに

住民に公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告します。また、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、住民

に公表します。 

 計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は県知事より

必要な勧告が行われます。 
 
・財政再生基準 

 比率のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率が財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を

定め、議会の議決を経て、速やかに住民に公表するとともに、総務大臣に協議し、同意を求めます。また、毎年度、

計画の実施状況を議会に報告し、住民に公表します。 

 計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業を除き地方債の借入ができません。 



 

●黒滝村財政健全化判断比率の推移について 

 黒滝村の平成 20 年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも基準を超えている

比率はなく、また、前年度比率よりもそれぞれ下回っていることから、堅実な財政運営に努めてきた結

果が反映されたものとなっています、 

 しかし、財政状態を考える際には、他市町村の状況との比較や他の財政指標もあわせて考える必要が

あります。 

 下記の近隣町村との比較（参考①）では、実質公債比率は吉野郡内では３番目の高さですが、将来負

担比率では低い位置にあります。また、他の財政指標（参考②）では、経常収支比率・起債制限比率と

もに前年度より改善があったもののかなり高く、財政構造的に弾力性がなく厳しい状況にあることがわ

かります。 

 今後の見通しについても、地方交付税の減少や人口減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う扶助費の増

加などにより財政が好転する要因はなかなか見当たらない状況にあることから、財政の健全性を保つ不

断の努力が必要となります。 

 

 

・参考①：吉野郡内の町村と全国市町村平均の健全化判断比率［平成 19 年度決算］ 
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・参考②：その他の決算指標［平成 20 年度決算暫定値］ 
 

年度別 経常収支比率 
起債制限比率 
（3ヵ年平均） 

地方債現在高 積立金現在高 

平成 20 年度 108.0％ 15.3％ 1,562,912 千円 609,974 千円 

平成 19 年度 111.1％ 16.0％ 1,750,758 千円 604,716 千円 

平成 19 年度 
奈良県内町村平均 

97.0％ 12.8％ 6,548,851 千円 1,587,282 千円 

※ 経常収支比率…普通会計が経常的収入の範囲内で経常的支出をまかなえているかを見るための財政指標。

この比率が１００％を超えると臨時収入や基金の取り崩しが必要な状況であることがわかります。 

※ 起債制限比率…標準的な一般財源に対する地方債元利償還金の割合。比率が高いと投資的経費に充当で

きる一般財源の余地が少なくなります。 


